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(57)【要約】
【課題】
　オフィスなどの執務室に設置されるパーソナルコンピ
ュータで発生する熱による冷房負荷を低減する。
【解決手段】
　空調機３０により冷房温度が調整される第１室と、外
気による換気が行われる第２室を備え、第１室内には、
コンソール１ａ、１ｂ、１ｃ、１ｄが設置され、第２室
は、外気を取り入れるための第１吸気口２０と、排気を
行うための排気口５３を備えるとともに、その室内には
ＰＣ本体２ａ、２ｂ、２ｃ、２ｄが設置され、ＰＣ本体
２ａ、２ｂ、２ｃ、２ｄは、第１室に設置されたコンソ
ール１ａ、１ｂ、１ｃ、１ｄと延長手段４ａ、４ｂ、４
ｃ、４ｄを介して接続されることを特徴とする。
【選択図】　　図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　空調機により冷房温度が調整される第１室と、外気による換気が行われる第２室を備え
、
　第１室内には、コンソールが設置され、
　第２室は、外気を取り入れるための第１吸気口と、排気を行うための排気口を備えると
ともに、その室内にはＰＣ本体が設置され、
　ＰＣ本体は、第１室に設置されたコンソールと延長手段を介して接続される
　冷房負荷低減システム。
【請求項２】
　第２室の室温を検知する室温センサと、
　検知された室温に応じて、排気口から排気を行う排気手段とを備えた
　請求項１に記載の冷房負荷低減システム。
【請求項３】
　第２室は、開閉可能な第２吸気口を更に備え、
　第２吸気口は、開状態のとき、空調機により冷房温度が調整された隣接室から空調空気
を取り入れるように配置される
　請求項１または請求項２に記載の冷房負荷低減システム。
【請求項４】
　外気温を検知する外気温センサと、
　検知された外気温に応じて、第１吸気口と第２吸気口の開閉を制御する制御手段とを備
えた
　請求項３に記載の冷房負荷低減システム。
【請求項５】
　第１室と第２室は、異なる部屋、コーナー、キャビネット、チャンバー、扉付きの棚な
どの隔壁手段によって形成される
　請求項１ないし４のいずれか１つに記載の冷房負荷低減システム。
【請求項６】
　空調機により冷房温度が調整される第１室と、外気による換気が行われる第２室を形成
し、
　第１室内に、コンソールを設置し、
　第２室に、外気を取り入れるための第１吸気口と、排気を行うための排気口を配置する
とともに、その室内にＰＣ本体を設置し、
　ＰＣ本体を、第１室に設置されるコンソールと延長手段を介して接続する
　冷房負荷低減方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、パーソナルコンピュータが設置されるオフィスなどにおいて空調機を用いて
冷房温度を調整する際の冷房負荷低減システム、冷房負荷低減方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　オフィスの執務室内のＯＡ機器の発熱により、冷房負荷が増えている。特に、自席に設
置したＰＣ本体は数十から数百ワットの消費電力を有しており、消費された電力はそのま
ま熱に変換されることになる。いわば、自席に熱源を抱えて仕事をしているようなもので
あり、空調機はこの発熱量を全てまかなう冷房能力が必要となる。
【０００３】
　近年では、ファイル共有のため、グループ毎にサーバ機能を有するＰＣ本体を執務室内
に設置して２４時間稼働させる状況も多くみられる。これらＰＣ本体は夜間、土日におい
ても稼働しなくてはならず、この期間において発生した熱量は室内に蓄熱されることとな
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り、空調時のさらなる冷房負荷となっている。このように熱源としてのＰＣ本体を、空調
される執務室に持ち込む現状においては、冷房負荷は増し省エネでなくなってきている。
【０００４】
　特許文献１（特開２００３－５６８８２号公報）には、電子装置室（サーバー機械室）
に設置されるラックに格納されたサーバーなどの電子装置に、空調機器から吹き出す冷却
空気で冷却を行うことが開示されている。このように、サーバーなどの電子装置を集約し
て格納した電子装置室において空調機器を用いた冷房が行われていることが通常であり、
電子装置に対する冷房負荷は著しいものがある。また、このサーバーなどの電子装置は、
執務室にて稼働するＰＣ本体が接続されていることが通常であり、前述した執務室内の冷
房負荷の増加を解消するものではない。
【０００５】
　図４に、従来のオフィスの空調の様子を示す。人が執務を行う空調室には、コンソール
１とそれに接続されたＰＣ本体２が、ａ、ｂ、ｃ、ｄの複数組設置されている。空調室の
上部には、天井を間にして天井室が形成され、空調室の空調を行う空調手段の主要構成が
配置される。その空調手段は、図に示すように、冷房を行う空調機３０、室温センサ３１
、第１制御手段３２、還気口３３、吹出口３４、第１排気ファン３５、ダンパ３６、第１
外気排出口３７、第１外気取入口３８にて構成される。
【０００６】
　この空調手段において、第１外気取入口３８は、屋外に連通しており屋外から外気を取
り入れる。第１外気取入口３８から取り入れられた外気は、ダンパ３６にて空気量が調整
されるとともに、還気口３３から戻された空調室の空気と一緒に、空調機３０に送られる
。一方、空調室には室温を検知する室温センサ３１が配置されており、空調室の室温Ｔ１
を検知して第１制御手段３２に送信する。第１制御手段３２は、受信した室温Ｔ１に応じ
て空調室の室温が設定温度となるように空調機３０の制御を行う。
【０００７】
　空調機３０は、ダンパ３６から送られてくる空気を冷却し、空調空気を吹出口３４から
空調室に供給する。空調室の空気は、第１排気ファン３５の駆動により還気口３３から回
収され、ダンパ３６にて空調機３０に戻る空気量と、第１外気排出口３７から室外に排出
される空気量が調整され、空調機３０に再供給、あるいは、屋外に排出されることとなる
。
【０００８】
　以上のような、従来のオフィスにおいては、コンソール１とＰＣ本体２とは組となって
、執務を行う空調室に配置されることとなる。また、特許文献１に記載されるようなサー
バーなどの電子装置を集約して格納する電子装置室を別途設けたオフィスであったとして
も、図４に記載するコンソール１とＰＣ本体２の組は、サーバーなどの電子装置に接続さ
れることとなるが、執務を行う部屋に設置される点においては変わりはない。
【特許文献１】特開２００３－５６８８２号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　図４で説明したように、執務が行われる従来の空調室には、コンソール１とＰＣ本体２
の組が設置される。このＰＣ本体２における数十から数百ワット程度の消費電力は、その
まま熱量に変換されて冷房手段における冷房負荷となる。本発明では、このＰＣ本体２で
発生する熱による冷房負荷を低減することを課題とするものである。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　前述の課題を解決するため本発明では、空調機により冷房温度が調整される第１室と、
外気による換気が行われる第２室を備え、第１室内には、コンソールが設置され、第２室
は、外気を取り入れるための第１吸気口と、排気を行うための排気口を備えるとともに、
その室内にはＰＣ本体が設置され、ＰＣ本体は、第１室に設置されたコンソールと延長手
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段を介して接続されることを特徴とするものである。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明によれば、空調機により冷房温度が調整される第１室にコンソールを配置し、外
気による換気が行われる第２室にＰＣ本体を配置する構成を採用することで、ＰＣ本体で
発生する大きな熱量を換気室における外気との換気によって、空調機の冷房負荷とするこ
となく除去することが可能となり、空調機の消費電力を低減することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１２】
　図１は、本発明の一実施形態に係るオフィスの様子を示した図である。執務が行われる
空調室（本発明における「第１室」）と、空調手段の主要構成が配置される天井室が形成
された構造は、図４を用いて説明を行った従来のオフィスと同様である。本実施形態にお
いては、新たに換気室（本発明における「第２室」）が形成されることとなる。
【００１３】
　この換気室（第２室）は、空調室（第１室）とは別の場所に形成されることになる。な
お、換気室、空調室の「室」とは、建物の壁で囲まれた部屋だけでなく、基本的には互い
に空気の流れのない空間を意味するものである。そのため、図１に示す換気室（第２室）
は、空調室の部屋とは異なる部屋を割り当てることとしてもよいし、もしくは、執務を行
う部屋の一部をコーナー、キャビネット、チャンバー、扉付きの棚などで囲う、あるいは
、仕切ることで、執務を行う部屋を空調室（第１室）と換気室（第２室）に区分する構成
とすることでもよい。
【００１４】
　また、図１に示す換気室（第２室）は、空調室（第１室）と隣り合った部屋となってい
るが、本発明においては、基本的に互いに空気の流れがない空間であれば足り、図示した
ように隣り合った構成とする必要もない。言い換えれば、空調室（第１室）と換気室（第
２室）の間には別途、部屋などの空間が形成されるものであっても構わない。
【００１５】
　本実施形態においては、空調室の冷房を担う空調手段は、従来技術と同様にその主要構
成が天井室に配置される。本発明では、このような天井に配置された空調手段に限るもの
ではなく、後で説明する床下空調や、例えば、セントラル式、パッケージ式、冷水式、冷
媒式など各種のものを利用することができ、空調方式の種類を問うものではない。
【００１６】
　本実施形態における空調手段は、図に示すように、冷房を行う空調機３０、室温センサ
３１、第１制御手段３２、還気口３３、吹出口３４、第１排気ファン３５、ダンパ３６、
第１外気排出口３７、第１外気取入口３８にて構成される。その動作は、従来技術で説明
したものと同様であり、ここでの説明は省略する。
【００１７】
　一方、本実施形態では、従来技術と異なり、換気室（第２室）の換気を行う換気手段が
配置されることとなる。この換気手段は、排気ファン５０、室温センサ５１、第２制御手
段５２、排気口５３、第２外気排出口５４、第１吸気口２０、第１ダンパ２１、フィルタ
２２によって構成される。
【００１８】
　室温センサ５１は、換気室の室温Ｔ２を検知して第２制御手段５２に送信する。第２制
御手段５２は、室温Ｔ２が一定以上となった場合に排気ファン５０を駆動する。排気ファ
ン５０は、換気室の天井に設けられた排気口５３から回収した換気室内の空気を第２外気
排出口５４から屋外へ排出する。なお、本実施形態においては、室温Ｔ２が一定温度以上
となったときに排気ファン５０を駆動して強制排気を行うものとしたが、排気ファン５０
などを設けない自然換気のみとする構成でもよいし、また、室温センサ５１などを設けず
、排気ファン５０にて常時排気する構成であってもよい。
【００１９】



(5) JP 2010-38510 A 2010.2.18

10

20

30

40

50

　第１吸気口２０は、排気口５３からの排気に伴って、室外から外気を取り入れる取入口
である。この第１吸気口２０には、第１ダンパ２１、フィルタ２２が付随しており、第１
ダンパ２１は、外気の取入量を調整したり、遮断することが可能となっている。フィルタ
２２は、第１吸気口２０とダンパ２１を通過した外気において塵やダストなどの通過を制
限し、外気を濾過する役割を担う。
【００２０】
　以上のように、空調室（第１室）と換気室（第２室）において、空調手段、換気手段を
設けることで本発明における実施形態は利用可能となるが、補助的手段として、さらに第
２吸気口２３と第２ダンパ２４が設けられている。この第２吸気口２３は、本実施形態に
おいては、空調室（第１室）と換気室(第２室）の隔壁に配置され、空調室から換気室に
冷却された空調空気を取り入れるための口となっている。通常、第２ダンパ２４を閉じる
ことによって冷却された空調空気の流入はない状態とされているが、例えば、真夏日など
外気の気温が高いときなどには、この第２ダンパ２４を開くことで換気室に冷却された空
調空気を取り入れることができる。なお、前述したように空調室（第１室）と換気室（第
２室）とは必ずしも隣接する必要は無く、隣接しない場合において、この第２吸気口２３
は、空調された適宜な隣接室との隔壁に設け、その隣接室から空調空気を取り入れる構成
とすればよい。
【００２１】
　以上、本実施形態において空気の流れを担う主要構成について説明を行ったが、次に、
空調室（第１室）に設置されるコンソール１ａ～ｄ、換気室（第２室）に設置されるＰＣ
本体２ａ～ｄについて説明する。
【００２２】
　コンソール１ａ～ｄは、利用者と情報のやりとりを行う各種ユーザインタフェースに相
当するものであり、利用者に対して各種情報を提示する提示手段と、利用者から各種情報
を取得する入力手段に大別することができる。提示手段としては、代表的には、映像を表
示するモニタ、音声を出力するスピーカ、プリンタなどがあげられる。また、入力手段と
しては、キーボード、マウス、タッチパネル、マイクロフォン、スキャナ、カメラ、ＵＳ
Ｂメモリ、各種ドライブ装置などがあげられる。これらの各種ユーザインタフェースは、
消費電力は大きいものでも数十ワット程度であるため、発生する熱量も小さいものとなる
。
【００２３】
　一方、ＰＣ本体２ａ～ｄは、いわゆるデスクトップパソコンの筐体としてのパソコンケ
ースに収められている装置であって、その内部には、電源、ＣＰＵ、メモリ、ハードディ
スクなどが格納されている。ＰＣ本体２ａ～ｄの消費電力は大きいものでは数百ワットに
なるため、発生する熱量も大きいものとなる。
【００２４】
　コンソール１ａ～ｄと、ＰＣ本体２ａ～ｄは、延長手段４ａ～ｄによって接続される。
図１においては、コンソール１ａはＰＣ本体２ａに接続され、コンソール１ｂはＰＣ本体
２ｂに接続されるといった１対１の接続関係の態様となっている。この延長手段４ａ～ｄ
は、各種ケーブル、中継ユニットなどによって構成され、空調室と換気室との間に形成さ
れた小孔や、ＯＡフロアなどの床下での配線によって空調室に配置されたコンソール１ａ
～ｄと換気室に配置されたＰＣ本体２ａ～ｄを接続する。なお、この延長手段４ａ～ｄは
、ケーブルを用いた有線に限らず、コンソール１ａ～ｄとＰＣ本体２ａ～ｄを無線にて接
続する形態としてもよい。このように、延長手段４ａ～ｄにてコンソール１ａ～ｄとＰＣ
本体２ａ～ｄを接続することで、利用者は、ＰＣ本体２ａ～ｄを操作せずともコンソール
１ａ～ｄのみで業務を行うことが可能となる。
【００２５】
　以上のように本実施形態では、空調室（第１室）にコンソール１ａ～ｄを配置し、換気
室（第２室）にＰＣ本体２ａ～ｄを配置することになる。このような構成を採用すること
で、ＰＣ本体２ａ～ｄで発生する大きな熱量を換気室における外気との換気によって、空
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調機３０の冷房負荷とすることなく除去することが可能となり、空調機３０の消費電力を
低減することができる。
【００２６】
　また、真夏日など外気温が高い場合には、外気による換気のみでは換気室内の室温Ｔ２
の上昇に対応できない場合には、第２ダンパ２４を開いて第２吸気口２３から冷却された
空調空気を取り入れる構成としてもよい。この場合には、第１ダンパ２１を閉じることと
して、換気室への吸気は第２吸気口２３から行われることとする。この補助的に換気室（
第２室）に空調空気を取り入れる構成とした場合においても、ＰＣ本体２ａ～ｄで発生す
る大きい熱量は、排気口５３、第２外気排出口５４を介して外気へ排出されることとなる
ため、空調機３０の冷房負荷を低減することが可能となる。
【００２７】
　第２吸気口２３から空調空気を取り入れる場合、空調空気を供給する側の室では、換気
室へ供給する空調空気により、空調空気を供給する側の室における内圧が低下することと
なり当該室において風切り音が発生するなどの不都合が生じることとなる。この内圧の低
下を解消するため空調機の排気を絞ることなどにより、空調空気を供給する側の室におけ
る内圧の調整を行うとよい。以上の、第１吸気口２０、第２吸気口２３の開閉、並びに、
空調空気を供給する側の室の内圧調整は連動するものであってもよい。
【００２８】
　以上、本発明における実施形態を説明したが、この実施形態によれば、ＰＣ本体２ａ～
ｄの大きい発熱量を換気により除去することが可能となり、冷房負荷を低減することがで
きる。また、第２吸気口２３から冷却された空調空気を取り入れる場合においても、ＰＣ
本体２ａ～ｄにて暖められた空気は、空調機３０に戻ることなく室外に排出されることと
なるため冷房負荷は低減されることとなる。
【００２９】
　次に、本発明における延長手段４の各種実施形態について図２（Ａ）～（Ｃ）を用いて
説明を行う。図２（Ａ）～（Ｃ）に示すＰＣ本体２とコンソール１を接続する各種延長手
段４は、市販のものを用いることができるが、これら延長手段４は、本来、工場や研究所
などにいおて粉塵や湿気などからパソコン本体を保護したり、公共施設や展示会などで不
特定多数の人が使用するパソコンのいたずら防止を目的としてＰＣ本体２とコンソール１
を隔離するために用いられている。本実施形態においては、このような市販の延長手段４
を、空調室に設置したコンソール１ａ～ｄと換気室に設置したＰＣ本体２ａ～ｄの接続に
用いることにより、空調機３０による消費電力の低減が可能となる。
【００３０】
　図２（Ａ）において、４１１は各種の第１端子群、４１２は第１ケーブル、４１３は各
種の第２端子群、４１４は中継ユニット、４１５は各種の第３端子群、４１６は第２ケー
ブル、４１７は各種の第４端子群を示している。そして、コンソール１として、モニタ１
１、キーボード１２、マウス１３が配置されている。
【００３１】
　第１端子群４１１において、４１１ａは第１モニタ接続端子、４１１ｂは第１キーボー
ド接続端子、４１１ｃは第１マウス接続端子を示す。これら第１端子群４１１は、ＰＣ本
体２に接続されると共に、第１ケーブル４１２を介して、それぞれ第２モニタ接続端子４
１３ａ、第２キーボード接続端子４１３ｂ、第２マウス接続端子４１３ｃと繋がっている
。この第１ケーブル４１２は３ｍまでの長さで利用することが可能となっている。この４
１３ａ～ｃの各種端子は、中継ユニット４１４に接続される。この中継ユニット４１４は
、エミュレータ、もしくはＣＰＵ切り替え器により構成されるものであって、これに繋が
る第２ケーブル４１６により、第１ケーブルの最大長３ｍを超える接続長を実現できる。
なお、３ｍ以内の長さにおいてコンソール１とＰＣ本体２が接続できる配置とするのであ
れば、中継ユニット４１４を設けない構成としてもよい。
【００３２】
　中継ユニット４１４には、第３モニタ接続端子４１５ａ、第３キーボード接続端子４１
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５ｂ、第３マウス接続端子４１５ｃが接続される。これらの第３端子群４１５は第２ケー
ブル４１６を介してそれぞれ、第４モニタ接続端子４１７ａ、第４キーボード接続端子４
１７ｂ、第４モニタ接続端子４１７ｃに繋がる。この第２ケーブルは８０ｍまでの長さで
利用することが可能となっている。これら第４端子群４１７を、モニタ１１、キーボード
１２、マウス１３といったコンソール１に図示するようにケーブルを介して、あるいは、
直接接続することでコンソール１によるＰＣ本体２の操作、制御が可能となる。
【００３３】
　業務を行う利用者は、キーボード１２、あるいは、マウス１３といったコンソール１に
おける入力手段で所定の操作を行いＰＣ本体２の電源が投入する。利用者は、コンソール
１において、ＰＣ本体２の操作が可能となるとともに、ＰＣ本体２からの情報提示を受け
ることとなる。業務を終了した利用者は、コンソール１における入力手段を操作すること
でＰＣ本体２の電源を落とすこととなる。このように、利用者はＰＣ本体２を直接操作す
ることなく、コンソール１のみを操作、視聴することで空調室に居ながら業務を行うこと
ができる。
【００３４】
　図２（Ｂ）は、延長手段４の別実施形態を示した図である。４１８は各種の第５端子群
、４１９は第３ケーブル、４２０は各種の第６端子群、４２１はローカルユニット、４２
２は第４ケーブル、４２３はリモートユニットを示している。そして、コンソール１とし
ては、図２（Ａ）で示したモニタ１１、キーボード１２、マウス１３に加え、提示手段と
してのスピーカ１４、入力手段としてのマイクロフォン１５が更に配置されている。
【００３５】
　第５端子群４１８において、４１８ａは第５モニタ接続端子、４１８ｂは第５キーボー
ド接続端子、４１８ｃは第５マウス接続端子、４１８ｄは第５スピーカ接続端子、４１８
ｅは第５マイクロフォン接続端子を示す。これら第５端子群４１８は、ＰＣ本体２に接続
されると共に、第３ケーブル４１９を介して第６端子群４２０と繋がっている。この第３
ケーブルは、数ｍまでの長さで利用することが可能となっている。第６端子群４２０には
、統合端子４２０ａ、第６スピーカ接続端子４２０ｄ、第６マイクロフォン接続端子４２
０ｅが備えられ、ローカルユニット４２１に接続される。このローカルユニット４２１か
らは第４ケーブル４２２が延びており、この第４ケーブル４２２にはＬＡＮケーブルなど
を利用することで数百ｍまでの長さで利用することが可能となっている。第４ケーブル４
２２の他端には、コンソール１を接続する各種端子が備えられたリモートユニット４２３
が配置され、図２（Ｂ）の場合では、モニタ１１、キーボード１２、マウス１３、スピー
カ１４、マイクロフォン１５を接続する各種端子が備えられている。
【００３６】
　以上、図２（Ａ）、（Ｂ）に示す各種の延長手段４を、空調室に配置するコンソール１
ａ～ｄ、換気室に配置するＰＣ本体２ａ～ｄの配置の関係において適宜選択して用いるこ
とで、本発明における空調機器の冷房負荷を低減することが可能となる。
【００３７】
　図２（Ｃ）は、コンソール１にＵＳＢ機器１６を用いる場合の延長手段４の実施形態で
あり、４２４はＵＳＢ端子、４２５は第５ケーブル、４２６はＵＳＢローカルユニット、
４２７は第６ケーブル、４２８はＵＳＢリモートユニットを示している。ＵＳＢ端子４２
４はＰＣ本体２に接続されると共に、ＵＳＢ端子４２４から延びる第５ケーブル４２５に
はＵＳＢローカルユニット４２６が設けられている。ＵＳＢローカルユニット４２６には
、ＬＡＮケーブルなどを用いた第６ケーブル４２７を介してＵＳＢリモートユニット４２
８が設けられている。この第６ケーブル４２７はＵＳＢ２．０の規格を用いた場合は５ｍ
まで、ＵＳＢ１．１の規格であれば６０ｍまでの延長が可能となっている。ＵＳＢリモー
トユニット４２８には、コンソール１の１つとしての、キーボード、マウス、カメラ、デ
ジタルカメラ、メモリ、ハードディスク、ＣＤ／ＤＶＤドライブなどの各種ＵＳＢ機器１
６が接続される。図に示す実施形態では、１つのＵＳＢ機器１６が接続されているが、Ｕ
ＳＢハブを用いることで複数のＵＳＢ機器１６を接続することも可能となる。
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【００３８】
　図２（Ｃ）で説明したＵＳＢ機器１６に対する延長手段４を採用、もしくは、併用すれ
ば、コンソール１としてＵＳＢ１６機器を利用することが可能となり、コンソール１とし
て種類豊富な各種ＵＳＢ機器１６を利用することが可能となる。
【００３９】
　図３は、図１で説明した実施形態とは異なる本発明の実施形態を示したものである。図
３の実施形態において、図１の実施形態と特に異なる点は、図１の実施形態では、空調機
器３０は天井に設置された天井空調であるのに対し、図３の実施形態では空調空気を床下
から供給する床下空調である点、並びに、外気温センサ２６による制御を行う点である。
ここでは、図３の実施形態について図１のものと特に異なる点について説明を行う。
【００４０】
　図１の実施形態と異なり、空調室（第１室）の床下には第１床室が、換気室（第２室）
の床下には第２床室が形成されている。空調機器３０は、ダンパ３６で風量が調整された
空気を冷却し、冷却された空調空気を第１床室へ吹き出す。第１床下室に吹き出された空
気は、空調室（第１室）に配置された吹出口３４から空調室に供給され、空調室の室温を
調整することとなる。また、空調室内の空気は、還気口３３から回収され、屋外へ排気さ
れるか、空調機器３０に再供給されることとなる。このように、空調機器３０は、空調室
を冷却することで室温を調整することとなるが、この実施形態においても空調室（第１室
）内には、発熱量の少ないコンソール１ａ～１ｄが設置され、発熱量の多いＰＣ本体２ａ
～ｄは、換気室に設置されることとなるため、空調機器３０に対する冷却負荷を抑えるこ
とができる。
【００４１】
　一方、第２外気取入口２５から取り入れられた外気は、第２床下室に取り入れられ、第
１吸気口２０、ダンパ２１、フィルタ２２を経由して換気室（第２室）に供給される。そ
して、換気室（第２室）の空気は、排気口５３から排気されることとなる。図３の実施形
態では、外気温センサ２６、第３制御手段２７が新たに設けられた構成となっている。
【００４２】
　通常の換気動作では、第１ダンパ２１は開いた状態であり、第２ダンパ２４は閉じた状
態となっている。この状態では、取り入れられた外気のみを用いて換気室（第２室）の換
気が行われることとなる。
【００４３】
　一方、外気温センサ２６が計測した外気温Ｔ３が所定温度以上であることを第３制御手
段２７が検知した場合には、第３制御手段２７は第１ダンパ２１を閉じるとともに、第２
ダンパ２４を開くこととなる。このような状態では、換気室には、空調室（第１室とは異
なる室としてもよい）から冷たい空調空気が取り入れられ、換気室（第２室）が高温とな
ることを防ぐことができる。そして、換気室（第２室）から回収された空気は、第２外気
排出口５４から室外に排出されることとなるので、空調機３０に対する冷房負荷も抑制す
ることが可能となる。
【００４４】
　この第２吸気口２３から空調空気を換気室（第２室）へ取り込む場合においても、空調
空気を供給する側の室においては、前実施形態で説明したのと同様、内圧が低下する恐れ
がある。したがって、内圧の低減を解消するため空調機の排気を絞ることなどにより、空
調空気を供給する側の室における内圧の調整を行うとよい。本実施形態においては、外気
温センサ２６が測定する外気温Ｔ３に応じて、第３制御手段２７が第２ダンパ２４の開閉
を行うこととなるため、内圧の調整は、第３制御手段２７と連動して自動的に行うことと
なる。
【００４５】
　以上、図３を用いて説明した異なる実施形態では、図１の実施形態とは異なる床下空調
を用いたものとなっている。本発明では、説明した天井空調、床下空調といった空調シス
テムに限るものではなく、パッケージ式空調システム、いわゆるビルマル空調方式を採用
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気温Ｔ３を計測することで、換気室（第２室）への吸気を自動的に切り換えることも可能
となっている。
【００４６】
　以上、本発明においては、換気室（第２室）に熱源としてのＰＣ２ａ～ｄを隔離配置す
ることで、空調機３０に対する冷房負荷を低減することができるものであるが、この換気
室（第２室）には、ＰＣ本体２ａ～ｄ以外にも、他の空調室における熱源を内部に置くこ
とで更に冷房負荷を低減することが可能となる。例えば、発熱量の大きいＯＡ機器をこの
換気室に移動することや、空調室の天井に設置される蛍光灯の安定器の配線を延長して換
気室に集中配置する構成も考えられる。
【００４７】
　また、換気室（第２室）から排気される空気はＰＣ本体２ａ～ｄにより暖められ、他の
室温に比べて高くなるため、この廃熱利用をすることも可能となる。例えば、排気される
空気を利用して、デシカント空調（除湿）を行うことや、各種給湯施設への利用などが考
えられる。また、暖房を利用する冬期においては、図１、図３には図示はしないが、屋外
に排出することなく、暖房を担う空調機に供給することで暖房の熱源として利用すること
も可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００４８】
【図１】本発明の実施形態に係るオフィスの様子を示した図。
【図２】本発明の実施形態に係る各種延長手段を示した図。
【図３】本発明の他の実施形態に係るオフィスの様子を示した図。
【図４】従来のオフィスの様子を示した図。
【符号の説明】
【００４９】
１ａ、１ｂ、１ｃ、１ｄ…コンソール、１１…モニタ、１２…キーボード、１３…マウス
、１４…スピーカ、１５…マイクロフォン、１６…ＵＳＢ機器、２ａ、２ｂ、２ｃ、２ｄ
…ＰＣ本体、２０…第１吸気口、２１…第１ダンパ、２２…フィルタ、２３…第２吸気口
、２４…第２ダンパ、２５…第２外気取入口、２６…外気温センサ、２７…第３制御手段
、３０…空調機、３１…室温センサ、３２…第１制御手段、３３…還気口、３４…吹出口
、３５…第１排気ファン、３６…ダンパ、３７…第１外気排出口、３８…第１外気取入口
、４ａ、４ｂ、４ｃ、４ｄ…延長手段、４１１…第１端子群、４１２…第１ケーブル、４
１３…第２端子群、４１４…中継ユニット、４１５…第３端子群、４１６…第２ケーブル
、４１７…第４端子群、４１８…第５端子群、４１９…第３ケーブル、４２０…第６端子
群、４２１…ローカルユニット、４２２…第４ケーブル、４２３…リモートユニット、４
２４…ＵＳＢ端子、４２５…第５ケーブル、４２６…ＵＳＢローカルユニット、４２７…
第６ケーブル、４２８…ＵＳＢリモートユニット、５０…排気ファン、５１…室温センサ
、５２…第２制御手段、５３…排気口、５４…第２外気排出口



(10) JP 2010-38510 A 2010.2.18

【図１】 【図２】

【図３】 【図４】



(11) JP 2010-38510 A 2010.2.18

10

フロントページの続き

(74)代理人  100094787
            弁理士　青木　健二
(74)代理人  100097777
            弁理士　韮澤　弘
(74)代理人  100091971
            弁理士　米澤　明
(74)代理人  100109748
            弁理士　飯高　勉
(74)代理人  100119220
            弁理士　片寄　武彦
(72)発明者  川島　実
            東京都港区芝浦一丁目２番３号　清水建設株式会社内
(72)発明者  中村　卓司
            東京都港区芝浦一丁目２番３号　清水建設株式会社内
Ｆターム(参考) 3L058 BD00  BE08  BF06  BG04 
　　　　 　　  3L080 AC02 


	biblio-graphic-data
	abstract
	claims
	description
	drawings
	overflow

